
                                 平成２３年１０月２４日 

スクラップ、リサイクル物等の輸出入を予定されている事業者の皆様へ 

バーゼル法等説明会のご案内 

 

 スクラップ、リサイクル物等を輸出入する際には、バーゼル法（バーゼル条約国内法）や廃棄物処理法に

基づき、輸出入する貨物が規制の対象となるか否かを正確に判断し、正しい手続きを行うことが必要です。 

 ついては、今年も、関係法令の趣旨をより深く御理解頂けるよう経済産業省及び環境省担当者によるバー

ゼル法等の説明会を下記要領で開催しますので御案内致します。 

ご来場を希望される方は別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先までＦＡＸにてご連絡くだ

さい。 

 なお、会場の都合により定員になり次第受付を締め切らせていただきますので、その節はご容赦願います。 

 

記 

１．主 催  経済産業省・環境省 

２．日 時    平成２４年１月２７日（金） １３：３０～１５：３０ 

３．場 所    那覇第２地方合同庁舎１号館 ２階大会議室（那覇市おもろまち２－１－１） 

       （駐車場が限られておりますので、公共交通機関のご利用をお勧めします。） 

４．内 容  ①バーゼル条約、バーゼル法及び廃棄物処理法の概要について 

②輸出入に当たっての必要な手続きについて 

③質疑応答 

５．定 員    １００名 

６．参加費  無 料 

７．申込締切 平成２４年１月２０日（金）  

８．申込先・問い合わせ先 

（財）日本環境衛生センター 環境科学部 バーゼル条約輸出入規制事前相談課 

Tel. ０４４－２８８－４９４１   Fax.０４４－２８８－４９４６ 



（駐車場が限られておりますので、公共交通機関のご利用をお勧めします。） 

 

別紙 

（財）日本環境衛生センター バーゼル条約輸出入規制事前相談課 行 

      Ｆａｘ．０４４－２８８－４９４６       

バーゼル法等説明会 参加申込書・整理票 

（ＦＡＸ送信票） 

会 社 名 
 

 

氏  名 
  

                                               ほか  名 

住  所 

(Tel･Fax) 

〒      － 

 

Tel      -       -          Fax      -       - 

（バーゼル法等に関するご質問がありましたらご記入ください。※当日、可能な範囲で会場にてご回答いた

します。） 

 

（該当するものの番号に○を付けて下さい。） 

１．輸出入を予定されている方 

２．通関業者 

３．その他（                           ） 

整 理 番 号 

   

   日時      平成２４年１月２７日（金）  １３：３０ ～ １５：３０   

   場所      那覇第２地方合同庁舎１号館 ２階大会議室（那覇市おもろまち２－１－１） 

         

本状はお申し込みいただいた後、整理番号を記入の上、返送いたします。 

ご来場の際には必ず本状（整理番号が記入されたもの）をご持参下さい。 

なお、お名前、連絡先等の個人情報については、本説明会の出欠確認以外には使用いたしません。 


